
　
一
般
不
妊
治
療
の
場
合
は
40
歳
未

　
満
の
方

※

他
の
市
町
村
か
ら
同
様
の
給
付
を

　
受
け
た
方
ま
た
は
受
け
る
見
込
み

　
の
あ
る
方
は
除
き
ま
す
。

●
申
請
書
類

・
北
斗
市
不
妊
治
療
費
助
成
金
交
付

　
申
請
書
（
市
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
で
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）

・
北
斗
市
不
妊
治
療
費
助
成
事
業
受

　
診
等
証
明
書
（
病
院
の
記
載
が
必

　
要
で
す
）

・
治
療
及
び
調
剤
等
に
係
る
領
収
書

・
高
額
療
養
費
等
が
受
け
ら
れ
る
場

　
合
、
支
給
額
が
確
認
で
き
る
書
類

・
振
込
先
の
通
帳

※

「
高
額
療
養
費
」
の
対
象
と
な
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
。
自
己
負
担

　
限
度
額
・
高
額
療
養
費
等
に
つ
い

　
て
は
、
加
入
し
て
い
る
公
的
医
療

　
保
険
（
市
町
村
国
保
・
健
康
保
険

　
組
合
等
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

※
特
定
不
妊
治
療
を
行
っ
て
い
る
方

　
は
、
交
通
費
や
宿
泊
費
の
助
成
も

　
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
相
談  

　
く
だ
さ
い
。

※

治
療
期
間
等
の
都
合
で
申
請
が
遅

　
れ
る
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
　
市
役
所
子
育
て
支
援
課
母
子
保

健
係　
　
　
　
　

   ﹇
内
線
１
６
６
﹈

夜間、休日とも同じ日に市役所、総合分庁舎、七重浜・茂辺地両支所で開設します

市役所市民課窓口係［内線113～116］問

●予約先／電話の方は市役所市民課へ（午前8時30分から午後5時まで）。また、インターネットでも予約できます。
　　　　　https://www.harp.lg.jp/anVRCDGM
●予約期日／夜間窓口7月21日（木）は7月15日（金）まで、同窓口7月28日（木）は7月25日（月）まで。
　　　　　　また、休日窓口7月24日は7月20日（水）までに、ご予約ください。
●ご注意／マイナンバーカードのお受け取りは、交付通知書（ハガキ）に記載の窓口にお越し願います。

　
令
和
４
年
度
か
ら
不
妊
治
療
の
保

険
適
用
が
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

市
で
は
新
た
な
助
成
制
度
を
創
設
し

ま
し
た
。〈
北
斗
市
独
自
制
度
〉

問

●
対
象
者
／

・
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
北
斗
市
内
に

　
住
民
登
録
を
し
て
い
る
方
（
事
実

　
上
婚
姻
関
係
に
あ
る
方
も
含
む
）

・
市
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
治
療
初
日
の
妻
の
年
齢
が
、
特
定

　
不
妊
治
療
の
場
合
は
43
歳
未
満
、

区分 特定不妊治療 一般不妊治療

対象 治療初日の妻の年齢が
43歳未満

治療初日の妻の年齢が
40歳未満

対象となる
治療法

体外受精・顕微授精
人工授精・採卵
精巣内精子採取
胚培養・胚移植
胚凍結保存

超音波検査・タイミング療法
子宮卵管造影検査
クラミジア抗体検査
精液検査・ホルモン検査
薬物療法・排卵誘発法
手術療法等

助成額 自己負担分を全額助成
＊高額療養費等を除く

自己負担分を対象に、
１年度あたり10万円を上限
＊高額療養費等を除く

助成回数・期間
40歳未満の方 通算６回

40歳以上
43歳未満の方 通算３回

治療を開始した日から
通算２年間

申請時期 １回の治療終了後 治療が終了した日の属する
年度内

市役所・総合分庁舎・七重浜・茂辺地両支所で
夜間窓口と休日窓口を開設 予約制

不
妊
治
療
へ
の
助
成
を

　
　
　
　
　

 

拡
大
し
ま
す

午後5時から午後7時まで
7/21(木)・7/28(木)

午前8時30分から正午まで
7/24(日)夜間

窓口
休日
窓口

マイナンバーカードのお受け取り

7 July  2022


